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世　帯　数 902 61 149 814
被保険者数 1,773 110 279 1,604

被保険者の異動状況１

保険料の収納状況2

保険給付等の状況3

保健事業の状況4
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　国民健康保険の財政は、高齢化のさらなる進
展、医療の高度化、超高額薬剤の保険適用等に
より医療費が増大する一方で、国からの補助金
は年々引き下げられており、依然として厳しい
状況にあります。
　そのような中、当組合の令和4年度の医療費は、
1人あたり金額が対前年度比108.00％と大幅に
増加しました。これは新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、令和2年度は受診控えが発
生し、1人あたり金額が減少しましたが、令和4
年度も受診控えの反動が継続したため増加した
ものと思われます。
　保健事業においては、令和4年度も健診や脳ドッ
クに対する補助、肺炎球菌やインフルエンザのワ
クチン接種に対する助成、歯磨きセット・家庭常
備薬・感冒予防セットの配布、健康者表彰などを
実施しました。また、大阪府国民健康保険組合協
議会などの関係団体と連携しながら、被保険者の
健康管理・保持増進に努めました。
　一方、被保険者数については、75歳以上の方
が強制加入となる後期高齢者医療制度の存在や、
国や自治体が進める禁煙政策と新型コロナの影
響による喫煙環境の厳しさなどがあり、減少に
歯止めがかからない状況にあります。
　このような状況下で、令和4年度も、たばこ
商業協同組合を中心とした同種同業の相互扶助
を基本に、疾病に対する「保険給付」と健康管理
を推進する「保健事業」を柱に事業を展開し、安
定した組合運営のために関係団体と密なる連携
を取りながら、諸問題に対し柔軟な対応を図り
ました。

　各たばこ商業協同組合にご協力いただきなが
ら被保険者数の増加に努めましたが、令和４年
度も減少となりました。

　約2億5,597万円の収納で、歳入総額に占め
る割合は24.54%でした。

　保険給付費は約4億9,233万円で、これに国へ
の負担金である後期高齢者支援金等（約9,892万
円）・前期高齢者納付金等（約26万円）・介護納付
金（約5,059万円）を合計すると約6億4,210万
円となり、歳出総額の81.37%を占めます。

　イ． 健康診断
個別健診 ·······················183名
ジャスト健診 ···················· 41名
特定健診 ························· 79名
共同健診 ······················· 448名
歯科健診 ························· 23名
脳ドック ··························· 68名

　ロ．特定保健指導 ·················· 23名
　ハ．健康者表彰 ····················112名
　二． 保健衛生普及のため、歯磨きセット・家庭

常備薬・感冒予防セットを全世帯に配布しま
した。

　ホ． 国・大阪府の指導のもとに、医療費の通知
を実施し、被保険者に医療費の実態を認識
していただくよう努めました。

　ヘ． 専門業者に委託し、レセプト点検を実施しま
した。

　ト． その他、加入者の健康保持増進のために必
要な事業を実施しました。

令和４年度 事業報告・令和４年度 事業報告・
決算認定の組合会決算認定の組合会

　７月に組合会を開催し、令和４年度の事業報告・歳入歳出決算等が承認可決されましたので、お知らせ
いたします。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、書面での決議といたしました。

令和５年　７月

令和4年度 関西たばこ国民健康保険組合 事業報告
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新規約

規約対照表新 旧
旧規約

（出産育児一時金）
第13条　 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金
として、40万８千円を支給する。ただし、健康保
険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条ただ
し書に規定する出産であると認められるときは、
１万２千円を加算する。

　　 2　 （略）

（役員の選任）
第43条　 理事及び監事は、組合会において組合員のうちか

ら選任する。
　　 2　 （略）

（出産育児一時金）
第13条　 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険

者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金
として、48万８千円を支給する。ただし、健康保
険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条ただ
し書に規定する出産であると認められるときは、
１万２千円を加算する。 

　　 2　（略）

（役員の選任）
第43条　 理事及び監事は、組合会において組合員のうちか

ら選任する。ただし、特に必要と認めたときは、組
合員以外の者のうちから2名まで選任することがで
きる。

　　 2　（略）
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単位：円

　「保健事業だより」や健康情報誌「いきいき」
を発行するとともに、各たばこ商業協同組合が
発行されている機関紙に当組合への加入案内の
掲載を依頼しました。また、ホームページなど
で適用の適正化を図りました。その他、保険料
決定通知書や保険料納付証明書を発行しました。

　　
保険給付の1人あたり金額が対前年度比で108.00％

と大幅増となり、さらに前期高齢者交付金が前年
度より約1,461万円増加したものの、前々年度
より約4,569万円減少した影響もあり、実質単
年度収支として約1億2,801万円の赤字となりま
した。

歳　　　　　入 歳　　　　　出

科 　 　 目 予　 算　 額 決　 算　 額 科 　 　 目 予　 算　 額 決　 算　 額

国民健康保険料 260,751,000 255,972,500 総 務 費 91,619,000 61,800,282

国 庫 支 出 金 363,570,000 288,925,244 保 険 給 付 費 635,080,000 492,333,013

前 期 高 齢 者
交 付 金 89,410,000 90,459,155 後 期 高 齢 者

支 援 金 等 101,020,000 98,917,713

共同事業交付金 18,000,000 24,515,000 前 期 高 齢 者
納 付 金 等 320,000 260,012

基 金 繰 入 金 0 0 介 護 納 付 金 51,000,000 50,593,863

繰 越 金 381,961,000 381,961,150 共同事業拠出金 30,622,000 28,323,000

そ の 他 の 収 入 2,540,000 1,271,645 保 健 事 業 費 87,710,000 51,308,656

そ の 他 の 支 出 36,650,000 5,619,098

予 備 費 82,211,000 0

歳 入 合 計 1,116,232,000 1,043,104,694 歳 出 合 計 1,116,232,000 789,155,637

令和4年度　関西たばこ国民健康保険組合　歳入・歳出決算書

歳入歳出差引残高　　253,949,057円
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　当該ワクチンを接種された方は当国保組合までご連絡いただくか、当国保組合のホームページより
申請書を印刷し、記入 ･ 捺印の上、必要書類を添えてお送りください。

　秋の共同健診の案内（9月の中旬発送予定）に同封している、申込みハガキにてお申し込みください。

～高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成について～

～インフルエンザ予防接種の費用助成について～

当国保組合の助成内容

共同健診の実施会場で受ける場合

お近くの医療機関で受ける場合

国の定期接種について

　なお、当該ワクチンは国の定期接種（国や自治体が接種を強く勧めているワクチン）の対象です。
詳しくは下記の「国の定期接種について」をご覧ください。

　法令等で規定される内容は次のとおりです（当国保組合の助成内容とは異なります）。
年度内（4月1日から翌年3月31日までの間）に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
となる方。
60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身近な日常生活活動が極端に制限される程度
の障がいや、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能が低下し日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方。

【注意事項】
1.既に「ニューモバックスNP（23価肺炎球菌莢

きょう

膜
まく

ポリサッカライドワクチン）」の接種を受けたことがある方は対象外です。
2.定期接種の実施主体は市町村です。定期接種の実施場所等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
3. 市町村により、独自に補助事業を行っている場合があります。接種を受けられる前に、お住まいの市町村にお問い合わせください。
支給申請に関する注意事項
1.市町村等で助成制度がある場合は、そちらが優先されます。
　＜市町村等で助成制度を受けられる場合＞
　ワクチン費用（全額）－ 市町村等の助成＝当国保組合の助成対象額
　（助成対象額が4,000円以下の場合は、助成対象額が助成額となります）
2. 申請の際は、ワクチン接種時に医療機関で受け取られた領収書（原本）が必要です。領収書（原本）が紛失等の理由で提出
できない場合は、医療機関で証明をお取りいただく必要がありますので、領収書（原本）は大切に保管しておいてください。
3. 申請の期限は接種されてから1年です。申請の期限を過ぎた場合は助成できませんのでご注意ください。
4. ワクチンの接種は任意です。また、ワクチン接種には副反応等がございますので、接種をご検討の際は医師にご相談ください。

【注意事項】
1. 領収書には①インフルエンザ予防接種代金であること②接種を受けられた方の氏名 ③接種年月日④医療機関名の4点すべてが
記載されているかご確認ください。
2.領収書は保険診療が含まれているもの以外はお返しいたしません（インフルエンザ予防接種費用は医療費控除の対象になりません）。
3.振り込み手数料の関係上、すべての接種終了後、なるべく世帯単位での申請をお願いします。

当年度内に65歳から75歳の誕生日を迎えられる方。
ただし、接種日時点の年齢が75歳未満であることが条件です。

対 象 者

1. お近くの医療機関で、インフルエンザ予防接種を受けてください。
2. 接種費用の全額を一旦お支払いの上、領収書を受け取ってください。
3.「助成申請書」をお送りしますので当国保組合までご連絡いただくか、当国保組合のホーム
ページより印刷し、記入 ･捺印の上、領収書の原本を添えて当国保組合までお送りください。

助成方法

1

2

1回につき上限4,000円助 成 額

18歳以上75歳未満の方（75歳の誕生日の前日までに接種したもの）。対 象 者

0歳以上75歳未満の方（75歳の誕生日の前日までに接種したもの）。対 象 者

当国保組合がすべて負担します。助 成 額

令和5年10月1日から令和6年2月29日までのものに限ります。接 種 日
お一人につき上限3,000円（複数回接種の場合も、合計でお一人につき3,000円を上限とします）。助 成 額

令和6年3月29日（必着）受付締切日
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事務局からのお知らせ

　法人事業所、または、個人事業所でも常時5人以上の従業員を雇用する事業所は「健康保険適
用除外申請」の手続きが必要です。事業所を個人から法人に、または法人から個人に変更された
場合は、必ず、速やかに当国保組合までご連絡ください（できれば事前連絡をお願いいたします）。
　万が一、法人事業所であることを隠蔽したり届け出を忘れていたりといったことがあった場合、
❶ 遡って資格を喪失（資格喪失後に当国保組合が給付した医療費等の返還）
❷ 厚生年金の手続き（遡及して厚生年金保険料の支払い）と健康保険適用除外の申請
のいずれかの方法をとっていただくことになります。

　交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガをした場合も、当国保組合の保険証を
使用して治療を受けることができます。
　ただし、保険証を使用する（した）場合は、当国保組合への届け出書類の提出が必要です。

【届け出書類の提出が必要な理由】
　当国保組合に加入されている方（被保険者）が保険証を使って医療機関で受診されますと、医療機
関からレセプト（診療報酬明細書ともいいます）が当国保組合へ届きます。
　レセプトが当国保組合に届くことにより、当国保組合は医療機関に対して医療費（総医療費のう
ち、患者負担額などを差し引いた額）を支払います。
　しかし、第三者が原因でかかった医療費は、本来相手方が支払うべきものです。つまり、相手方
が負担すべき医療費を当国保組合が立て替え払いする状況となります。
　届け出書類をご提出いただくことで、当国保組合は、相手方（本人や自賠責保険、任意保険など）に
（相手方の過失割合に応じて）立て替えた医療費の請求ができるようになります。
　当国保組合の財源は皆さまからいただいている保険料で賄われています。不必要な医療費支払い
の防止と医療給付の適正化のために、ご理解とご協力をお願いします。

電話番号：06-6633-2000　　ホームページアドレス：http://tabacokokuho.or.jp/

　各種手続きの際、届出書に個人番号（マイナンバー）を記入いただく必要があり、また、下記
❶❷❸のいずれかの本人確認書類が必要です。
❶ 個人番号カード（顔写真付き）の両面コピー
❷ 個人番号通知カードのおもて面のコピー、および顔写真付きの身分証明書1点のコピー
❸ 個人番号通知カードのおもて面のコピー、および顔写真なしの身分証明書2点のコピー

法人事業所にされた方は

交通事故などにあってケガをした場合

各種手続きにはマイナンバーが必要です

脳ドックの補助について

関西たばこ国民健康保険組合

　脳ドック（頭部MRI検査と頭部MRA検査の両方を受診）に対して補助を行っています。ただし、
この補助は3年に1度（年度単位）です。補助を受けられた翌年度と翌々年度は補助を受ける
ことができません。

年度末時点で40歳以上75歳未満の方。年度末時点で75歳の方は、75歳の誕生
日の前日までであれば受診いただけます。
頭部MRI 検査と頭部MRA検査の両方の受診であること。
上限3万円
脳ドックを単独で受診する方法と、個別健診のオプションとして受診する方法
があります。詳しくは、当国保組合のホームページをご覧いただくか、当国保
組合までお問い合わせください。

対　象　者

補助の条件
補　助　額
申し込み方法


